
別紙３
緊急時の組織的対応（乗船実習中の対応）

※情報共有

【 重大事態 】

※複数で対応

【 継続不可 】

対応継続
収束 継続

いじめは解消したが
継続した指導が必要

加 害 生 徒 隔 離

（すみやかに下船）

○構成員
校長、教頭、生徒指導主事、養護教諭、
教育相談担当、特別支援教育担当
必要に応じて

関係主任、その他教職員等

【 継続可能 】

いじめ認知報告

調査・事実関係の把握

当該生徒の

実習継続可否の判断

乗船中の指導方針・

指導体制の確立

継続指導・経過観察

事態収束の判断

校長
教頭

生徒指導主事

いじめ防止対策委員会

いじめ認知

（乗船教官）

学 校

練習船

（船長）

県 教 育 委 員 会

職 員 会 議

関係機関

町 教 育 委 員 会

警察

福祉関係

医療関係

調 査 組 織

保護者

日常の指導

体制の充実

乗組員

長期乗船中の調
査・事実関係の
把握は、他校の
指導教官、乗組
員の協力のもと
実施する。

学校とは、メー
ルや電話等で緊
密に情報共有す
る。




